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アルミニウム市場ヘッジ玉取扱要領 

 

（目的） 

第１条 本要領は、アルミニウム市場管理細則第６条第５項の規定に基づき、ヘッジ玉の

取扱いに関し必要な事項について規定する。 

 

（定義） 

第２条 ヘッジ玉は、次条に定める利用可能対象者が第４条に定める現物商品等の取引等

によって生じる価格変動リスクを回避又は軽減することを目的として、当社の商品市場

（以下「市場」という。）において保有する建玉のことをいう。 

 

（利用可能対象者） 

第３条 ヘッジ玉は、次の各号の一に該当する者に限り行うことができるものとする。 

⑴ 当業者 

⑵ その他当社が適当と認める者 

 

（対象とする現物商品等の取引等） 

第４条 ヘッジ玉の対象とする現物商品等の取引等は、次のとおりとする。 

⑴ 同一現物商品の保有 

⑵ 同一現物商品の売買取引 

⑶ 同一現物商品の先渡取引 

⑷ 価値の変動が本質的に関連している商品（アルミナ、アルミ合金、スクラップ等）

の保有又は売買取引等 

⑸ その他当社が適当と認める取引等 

 

（ヘッジ玉の申請） 

第５条 アルミニウム市場管理細則第６条第１項に定めるヘッジ玉の申請を行う取引参加

者（業務規程第６条第１項に定める取引参加者をいう。以下同じ。）は、当社が別に定め

る申請書に現物商品等の在庫証明書又は売買契約書等の写しその他当社が必要と認める

ものを添付して当社に提出しなければならない。 

 

（ヘッジ玉を含めた建玉数量の制限） 

第６条 ヘッジ玉を含めた建玉数量の制限に上限は設けない。ただし、当社が必要と認め

たときは、この限りでない。 

２ ヘッジ玉の承認を受けた者は、当該ヘッジ玉が既存限月の繰越しによって前項に定め

る建玉数量を超えることとなった場合、当該超過玉について、可及的速やかに処分しな

ければならない。 
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（受渡し） 

第７条 ヘッジ玉の承認を受けた者は、当該ヘッジ玉について受渡しを行うことができる。

ただし、当社は、市場の状況等を勘案し必要と認めたときは、当該ヘッジ玉の受渡しの全

部又は一部を制限することができる。 

 

（調査及び資料の提出要求等） 

第８条 当社は、必要と認めるときは、取引参加者に対して、当該ヘッジ玉の申請内容に

ついて説明を求めること、及び当該ヘッジ玉に係る書類その他資料を提出させることが

できる。 

２ 当社は、次の各号の一に該当したときは、当該ヘッジ玉の承認の全部又は一部を制限

すること、その他当社規程に基づき処分を行うことができる。 

⑴ 前項の規定に基づき説明を求め、又は資料の提出を求めた場合において、当該取引

参加者がこれに応じないとき 

⑵ 当該ヘッジ玉が適当でないと当社が認めたとき 

 

（改廃） 

第９条 本要領の改廃は、代表取締役社長の決裁をもって行う。 

 

 

附則 

第１条 本要領は、平成26年３月31日に施行する。 

第２条 施行日前のアルミニウム市場ヘッジ玉取扱要領は、これを廃止する。 

第３条 施行日前のアルミニウム市場ヘッジ玉取扱要領に基づいてなされた事項は、施行

日においてこの細則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。 

 

附則 

第３条（利用可能対象者）、第５条（ヘッジ玉の申請）及び第８条（調査及び資料の提

出要求等）の変更規定は、平成28年10月31日に施行する。 

 

附則 

本変更規定は、2019年12月１日に施行する。 

 

附則 

本変更規定は、2020年７月27日に施行する。 

 


